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○芦屋市既存集合住宅等の機械式駐車装置の廃止に関する要綱 

平成２７年１０月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則（平成１２年芦屋市規

則第４７号。以下「規則」という。）第９条第７項第７号の規定により、既存の集

合住宅等の居住者の利用に供するために設置された自動車の駐車施設のうち、長期

にわたって使用されていない機械式駐車装置について、その廃止の取扱いに係る事

項を定め、もって、集合住宅等の良好な住環境の維持を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この要綱は、竣工後１０年以上を経過した集合住宅等において、機械式駐車

装置の全部又は一部を廃止することにより、規則第９条第７項第１号から第３号ま

で、第５号及び第９号の自動車の駐車施設に係る設置台数基準を満たすことができ

ない場合について適用する。 

（届出） 

第３条 集合住宅等の管理組合（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第

６９号）第３条に規定する団体をいう。以下同じ。集合住宅等に管理組合がない場

合は、当該所有者）は、集合住宅等における機械式駐車装置について使用実態のな

い期間が一定期間継続しており、かつ、集合住宅等の維持管理上支障がある場合で、

当該機械式駐車装置の全部又は一部を廃止するときは、事前に市長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による届出は、機械式駐車装置廃止届出書（様式第１号）に、次に掲

げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 駐車場の過去３年の使用実態経過が分かる資料 

(2) 機械式駐車装置の廃止に関する証書（様式第２号） 

(3) その他市長が必要と認める図書 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式（省略） 

 


